
平成２４年（ワ）第３９４号、平成２５年（ワ）第６３号  

大飯原発３，４号機運転差止請求事件  

原告 	 松田正 	 外１８８名  

被告 	 関西電力株式会社  

 

証	 拠	 説	 明	 書  
平成２５年７月１７日  

福井地方裁判所民事第２部 	 御中  

 

原告ら訴訟代理人弁護士 	 佐 	 藤 	 辰 	 弥  

同 	 	 上 	 	 	 	 笠 	 原 	 一 	 浩  

 

第１ 	 番号  

	 	 	 甲第１号証  

 

第２ 	 標目（原本・写しの別）  

	 	 	 国会事故調査報告書（原本）  

 

第３ 	 作成者（作成年月日）  

	 	 	 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（平成２４年９月３０日） 

 

第４ 	 立証趣旨  

	 １ 	 第１部（５７～１２２頁）  

	 	 （立証趣旨）  

	 	 	 福島第一原発が地震にも津波にも耐えられない状態であったこと、

また、シビアアクシデントにも対応できない状態であったこと及び同



様の事態が本件原発にも生じ得ること等  

 

	 ２ 	 第２部（１２３～２３６頁）  

	 	 （立証趣旨）  

	 	 	 福島第一原発事故が明らかにした大規模災害における多重性、多様

性、独立性の重要性、複数ユニット又は互いに近接する原発の相互作

用の問題点、同時多発事故への備えの必要性等、これまで真剣に考え

られていなかった過酷事故対応の問題点及び地震動に起因して重要機

器が破損した可能性その他の未解明問題並びにこれらの問題点が本件

原発にも当てはまること等  

	  

３ 	 第３部（２３７～３２６頁）  

（立証趣旨）  

福島第一原発事故が明らかにした事故対応の問題点及び同様の事態

が本件原発にも生じ得ること等  

 

	 ４ 	 第４部（３２７～４４８頁）  

	 	 （立証趣旨）  

	 	 	 福島第一原発事故によりもたらされた悲惨な被害状況及び本件原発

において事故が発生した場合にも同様又はそれ以上の被害が発生しう

ること等  

 

５ 	 第５部（４４９～５２８頁）  

（立証趣旨）  

福島第一原発事故は、規制当局が東電・電事連の「虜」となってい

た事実を明らかにし、規制当局が抜本的な転換を図る必要があること



を明らかにしたこと等  

 

６ 	 第６部（５２９～５３８頁）  

（立証趣旨）  

福島第一原発事故は、原子力法制を抜本的に見直す必要があること

を明らかにしたこと等  

以 	 上  


